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通勤のために自動車やバイクなどを利用する給与所得者の通勤手当について、非課税限度額が引

き上げられました。本改正は令和 7 年 11 月 20 日から施行され、令和 7 年 4 月 1 日以後に支払わ

れる通勤手当に適用されます。改正前の非課税限度額を超える通勤手当を支給していた場合は、令

和 7 年分の年末調整で調整が必要になることがあります。 

改正後の非課税限度額 

改正後の１か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。 

 
改正後の非課税限度額の適用 

改正後の非課税限度額は通勤距離に応じて設定され、令和 7 年 4 月 1 日以後に支払われる通勤手当に

適用されます。ただし、令和 7 年 3 月 31 日以前に支払われた通勤手当、同日以前に支払われるべき手

当で 4 月 1 日以後に支払われるもの、またその差額として追加支給される手当には適用されません。 

 

出典：国税庁「給与所得者の通勤手当の非課税限度額の改正について」 

かわら版をご覧の皆様、謹んで新年のお慶び申し上げます。より一層皆様のお役に立てるよう、 
社員一同精進いたしますので、本年もよろしくお願い申し上げます。 

今回は、通勤手当非課税限度額の改正についてご紹介いたします。 


